
東京都保健医療計画（平成25年3月改定）の概要 

計画の性格 

○ 東京都保健医療計画は、医療法に定める「医療計画」を含むものであり、 
 東京都の保健医療に関し、施策の方向を明らかにする「基本的かつ総合的な 
 計画」として策定 

○ 他計画と整合性を図りなが 
 ら、保健・医療・福祉の連携 
 にかかる取組を記載 

計画の基本理念 

○ 患者中心の医療の実現に向けて、今後見込まれる超高齢社会を見据えた、 

 より効率的で質の高い医療体制を構築していくとともに、急性期から回復 
 期、在宅療養に至る医療サービスを地域ごとに切れ目なく確保 
○ 保健・医療・福祉の連携によるサービスの一貫した提供と健康危機から都 
 民を守るための体制とが相互に支えあう体制を充実 

計画の期間 

○ 平成２５年度から平成２９年度までの５年間 

保健医療計画 整合性

 ○高齢者保健福祉計画
 ○障害者計画・第３期障害福祉計画
 ○がん対策推進計画
 ○健康推進プラン２１　　　　　等

保健医療圏と基準病床数 

【一次保健医療圏】 区市町村の区域 
【二次保健医療圏】 複数の区市町村を単位とする１３の圏域 
【三次保健医療圏】 東京都の全域 

（単位：床）

基 準 病 床 数 既存病床数(参考)

5,258 13,687

8,091 8,078

9,847 9,796

10,548 10,444

14,218 14,182

9,617 9,571

8,329 8,307

3,017 4,122

10,144 10,139

3,844 4,208

7,285 7,432

5,252 5,483

177 80

95,627 105,529

武蔵野・三鷹・府中・調布・

小金井・狛江

小平・東村山・清瀬・東久留米・

西東京

大島・利島・新島・神津島・三宅・

御蔵島・八丈・青ヶ島・小笠原

構 成 区 市 町 村

千代田・中央・港・文京・台東

品川・大田

目黒・世田谷・渋谷

荒川・足立・葛飾

二次保健医療圏

合計

区東部

区東北部

区西北部

区西部

注：既存病床数は平成２６年４月１日現在

区中央部

島しょ

北多摩北部

北多摩南部

北多摩西部

南多摩

西多摩

新宿・中野・杉並

豊島・北・板橋・練馬

区西南部

区南部

墨田・江東・江戸川

青梅・福生・羽村・あきる野

瑞穂・日の出・檜原・奥多摩

八王子・町田・日野・多摩・稲城

立川・昭島・国分寺・国立・

東大和・武蔵村山

（療養病床及び一般病床） 
（単位：床）

区 分 基 準 病 床 数
( 参 考 )
既 存 病 床 数

東 京 都 全 域 21,956 22,631

注：既存病床数は平成２６年４月１日現在

（精神病床） 

（単位：床）

区 分 基 準 病 床 数
( 参 考 )
既 存 病 床 数

東 京 都 全 域 398 526

注：既存病床数は平成２６年４月１日現在

（結核病床） 

（単位：床）

区 分 基 準 病 床 数
( 参 考 )
既 存 病 床 数

東 京 都 全 域 130 124

注：既存病床数は平成２６年４月１日現在

（感染症病床） 



改定のポイント 

 【災害医療】 

 ○ 東日本大震災では、医療機関も施設の損壊や電力供給の停止等の影響に 

  より、診療継続が困難となる状況が発生 
 ○ 都内での大規模災害発生時において、円滑に医療機能の確保を行えるよ 
  う、災害医療体制の一層の充実を図ることが必要 

（今後の主な取組） 
 ・災害医療コーディネーターを核として、医療救護班等を効果的に配分調整 
  できる体制を構築 
 ・変化する医療ニーズに対応できるよう災害医療体制を確立 

 ・医療機関の役割分担を明確にし、重症者の円滑な受入体制を構築 
 ・東京ＤＭＡＴの体制を強化 

 【在宅療養】 
 ○ 高齢者人口割合は上昇を続け、平成４７年には、およそ３人に１人が 
  ６５歳以上の高齢者になるなど、「超高齢社会」が到来することが見込 
  まれており、これを踏まえた対策が重要 

 ○ 高齢になっても、障害があっても、その人らしい充実した人生を全う 
  できるような、「在宅療養生活」の実現を目指していくことが必要 

（今後の主な取組） 
 ・在宅療養支援窓口の設置など、在宅療養推進に取り組む区市町村の主体 
  的な取組を支援 
 ・急変時対応のため、病院、診療所や訪問看護ステーションの連携を強化 

 ・早期退院支援や地域連携強化による在宅療養生活への円滑な移行の促進 
 ・医療・介護に関わる多職種の人材育成・確保 

 【精神疾患医療】 

 ○ 精神疾患は近年その患者数が急増し、平成２３年には全国で３２０万 
  人を越す水準となっており、医療計画に定める疾病として新たに追加 
 ○ 急速な高齢化の進展に伴い認知症患者の増加が今後見込まれることか 
  ら、認知症対策を推進することが重要 

（今後の主な取組） 
 ・精神科救急医療提供体制の安定的な確保 
 ・病院から地域への移行促進、地域生活支援体制を整備 
 ・認知症疾患医療センターの整備    
 ・認知症の早期発見・診断・対応の取組を推進 

H26.12.16 資料4

推進協議会　第５回専門部会



計 画 の 内 容 

第１部 総論 

【第１章 計画の考え方】 
 ○ 計画改定の趣旨、計画の性格、計画の進行管理、計画の期間 

【第２章 保健医療の変遷】 
 ○ 保健医療に関する国や都の動きについて、変遷としてまとめて記載 

【第３章 東京の保健医療をめぐる現況】 
 ○ 人口動向、都民の健康状況、医療費の推移、保健医療資源の現状 等 

【第４章 東京の保健医療体制の基本理念】 
 ○ 都民中心の保健医療体制の充実 
 （患者中心の医療体制の充実、保健・医療・福祉の提供体制の充実、健康危機管理体制の充実） 

【第５章 保健医療圏と基準病床数】 
 ○ 保健医療提供体制の地域単位である一次、二次、三次保健医療圏の設定 
 ○ 基準病床数の設定（一般病床及び療養病床、精神病床、結核病床、感染症病床） 

第２部 各論 

【第１節 都民の視点に立った医療情報の提供】 
 ・都民の適切な医療サービスの選択、地域の医療連携を支援するための情報提供 
 ・医薬品等の安全情報や薬局の機能情報を分かりやすく提供する環境を整備    

《第１章 患者中心の医療体制の充実》 

【第２節 保健医療を担う人材の確保と資質の向上】 
 ・都の地域特性を活かした保健医療を担う人材の養成・確保と資質の向上 

《１ がん医療の取組》 
 ・都の特性を活かした地域医療連携体制を整備 
 ・地域で安心して療養できるよう「地域緩和ケア」を推進 
 ・がん患者・家族のニーズに応じた相談支援・情報提供の充実 
 ・がん登録と先進的な医療の実現に向けたがんに関する研究の推進 

《２ 脳卒中医療の取組》 
 ・脳卒中を予防する生活習慣や再発予防等について都民・患者への理解促進   
 ・発症時の速やかな専門的医療や病期に応じたリハビリを受けられる体制の確保 
 ・高齢化の進展を踏まえた医療・介護サービスの連携体制の構築 

【第３節 疾病・事業ごとの医療連携体制の取組】 

《３ 急性心筋梗塞医療の取組》 
 ・急性心筋梗塞を予防する生活習慣に関する都民への理解促進 
 ・東京都ＣＣＵネットワークを活用し、速やかに専門的医療につながる体制の確保 
 ・継続的な診療や服薬、運動等の生活指導など患者が安心できる生活を支援 



《４ 糖尿病医療の取組》 
 ・登録医療機関制度を活用し、地域で実効性のある糖尿病医療連携体制を構築 
 ・糖尿病に関わる医療従事者の情報の共有化やサポート体制の構築 
 ・糖尿病の疾患特性と医療連携の仕組みに関する都民・患者への理解促進 

《５ 精神疾患医療の取組》 
（１）精神疾患医療体制の充実  
 ・日常診療体制を強化 
 ・精神科救急医療提供体制の安定的確保、精神身体合併症救急医療の連携体制を構築 
 ・病院から地域への移行促進、地域生活支援体制を整備 

（２）認知症対策の強化  
 ・認知症の早期発見・診断・対応の取組や、認知症の人が状態に応じて適切な医療・ 
  福祉・介護の支援を受けることができる体制を構築 

《６ 救急医療の取組》 
 ・症状に応じた適切な医療が受けられる救急医療体制を確保 
 ・高齢化の進展などに的確に対応し、都の特性を踏まえた救急医療体制を構築 
 ・救急相談体制の充実 
 ・救急患者が症状に応じた適切な医療を迅速に受けられるよう搬送時間を短縮 

《７ 災害医療の取組》 
 ・災害医療コーディネーターを核として、医療救護班等を効果的に配分調整できる 
  体制を構築 
 ・変化する医療ニーズに対応できるよう災害医療体制を確立 
 ・医療機関の役割分担を明確にし、重症者の円滑な受入体制を構築 
 ・東京ＤＭＡＴの体制を強化 

《８ へき地医療の取組》 
 ・診療の支援や診療施設・設備等の診療基盤の整備の支援 
 ・東京型ドクターヘリによる円滑な搬送 
 ・医療従事者の確保やへき地医療の普及啓発活動の支援 

《９ 周産期医療の取組》 
 ・周産期母子医療センターの機能強化やＮＩＣＵの整備、リスクのある妊娠・出産に 
  対応可能な二次医療機関を確保 
 ・東京都母体救命搬送システムや、搬送先の見つからない妊婦等を速やかに搬送する 
  体制の充実 
 ・正常分娩からハイリスク分娩を担う医療機関の機能別役割分担と連携の推進 
 ・円滑な在宅療養等への移行と、児と家族の安心・安全な療養生活を推進 

《１０ 小児医療の取組》 
 ・身近な地域で夜間・休日に初期救急診療を受けられる体制の充実 
 ・こども救命センターを中核とした小児医療連携ネットワークの構築 
 ・「東京都こども医療ガイド」などにより普及啓発を推進し、相談体制を充実 

【第４節 在宅療養の取組】 

 ・在宅療養支援窓口の設置など、在宅療養推進に取り組む区市町村の主体的な取組 
    を支援 
 ・急変時対応のため、病院、診療所や訪問看護ステーションの連携を強化 
 ・早期退院支援や地域連携強化による在宅療養生活への円滑な移行を促進 
 ・医療・介護に関わる多職種の人材育成・確保 



【第５節 リハビリテーション医療の取組】 

 ・各リハビリテーション期を担う医療機関等の支援 
 ・地域のリハビリテーション提供医療機関・福祉施設に対する積極的な支援 

【第６節 医療安全対策の推進】 

 ・保健医療サービスの質の向上の支援と、医療安全に対する意識の向上の推進 

 【第１節 保健・医療・福祉の連携】 
 ・ライフステージに応じた健康づくりと保健・医療・福祉が連携したサービスの提供 

《第２章 保健・医療・福祉の提供体制の充実》 

 ・「東京都健康推進プラン２１（第二次）」の実現に向けた取組を推進 
 ・「がんの予防」、「糖尿病・メタボリックシンドロームの予防」、「こころの健康 
  づくり」を重点的取組として推進 
 ・社会全体による自殺対策の推進と普及啓発の実施 

【第２節 健康づくりの推進】 

【第３節 母子保健・子供家庭福祉】 
 ・区市町村に対して、広域的・専門的・技術的支援の実施 
 ・虐待発生の未然防止及び要支援家庭の早期発見・支援の推進 

【第４節 学校保健】 
 ・学校保健活動を一層充実し、児童・生徒の心とからだの健康づくりを推進 

【第５節 高齢者保健福祉施策】 
 ・「地域包括ケアシステム」の構築を推進 
 ・高齢者が自主的にかつ継続して活躍できるよう、環境整備や仕組みづくりを推進 

【第６節 障害者施策】 
 ・障害者の地域生活基盤を整備、地域生活への移行支援と定着支援の充実 
 ・重症心身障害児（者）の在宅での療育体制の充実 

【第７節 歯科保健医療】 

 ・「東京都歯科保健目標 いい歯東京」の達成に向けた取組の推進 
 ・「かかりつけ歯科医」の定着・促進の推進と、区市町村の歯科医療連携の支援  

 ・難病患者の負担軽減と治療研究の推進を図るため、医療費助成を継続 
 ・潜在する肝炎ウイルス感染者を早期発見し、肝がんの発生防止 
 ・献血に関する普及啓発、血液製剤の適正使用の推進、臓器移植医療への理解促進の 
  実施 

【第８節 難病患者等支援及び血液・臓器移植対策】 

《第３章 健康危機管理体制の充実》 

【第１節 健康危機管理の推進】 
 ・機能強化した健康安全研究センターを技術的拠点とした健康危機管理の更なる推進 

【第２節 感染症対策】 
 ・新型インフルエンザをはじめとする新興・再興感染症の流行に備え、地域医療体制を 
  強化 
 ・ＨＩＶ／エイズ・性感染症対策について、地域と連携した体制づくりを推進 



【第５節 アレルギー疾患対策】 
 ・アレルギー疾患に関する正しい知識の普及啓発、医師等への診療ガイドラインの普及 
 ・総合的な花粉症の予防・治療対策の推進 

【第６節 環境保健対策】 
 ・化学物質の曝露量推計調査を実施し、食品中の含有量や摂取状況の情報提供を実施 
 ・環境中の放射線量等についてモニタリングを実施し、適切な情報提供を実施 

【第７節 生活衛生対策】 
 ・レジオネラ症の予防、プールでの事故・感染症の発生防止対策を徹底 
 ・飲用水の安全性を確保するための対策や指導を充実・強化 

【第８節 動物愛護と管理】 
 ・「東京都動物愛護管理推進計画」に基づく様々な取組を推進 
 ・動物由来感染症への的確な対応や、災害発生を想定した対策を充実 

《第４章 計画の推進体制》 

【第１節 行政の役割】 
《１ 区市町村・東京都・国の役割》 
 ・保健医療における区市町村、東京都、国の役割 

【第３節 医薬品等の安全確保】 
 ・適切な品質・製造管理等をするよう指導・支援し、医薬品等の安全を確保 
 ・薬物乱用対策を拡充し、都民が安全かつ安心して暮らすことができる社会を実現 

【第４節 食品の安全確保】 
 ・食品の安全確保に係る施策を総合的かつ計画的に推進 
 ・緊急時の的確な被害の拡大防止と再発防止 

《２ 東京都の保健所・研究機関の役割》 
 ・東京都保健所と公益財団法人東京都医学総合研究所の取組 

【第２節 医療提供施設の役割】 
 ・特定機能病院、地域医療支援病院、都立病院、公社病院、公的医療機関、民間病院、 
  一般診療所・歯科診療所、薬局に求められる役割 

【第３節 保険者の役割】 
 ・特定健康診査・特定保健指導等の支援を行い、生活習慣病予防の取組の実施 
 ・都民が引き続き良質かつ適切な医療を受けられるよう、医療費の適正化に向けた 
  取組の実施 

【第４節 都民の役割】 
 ・都民一人ひとりが、保健や医療に対して主体的かつ積極的に関わることが必要 
 ・企業やＮＰＯ、患者中心の団体等は、行政や医療提供施設等と連携して、都民や 
  患者を支える基盤となることを期待 

（URL）http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/iryo_hoken/hoken_keikaku.html 
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